
（平成２３年１月１３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 16 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 18 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月及び同年５月並びに 49 年２月

及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 48年４月及び同年５月 

③ 昭和 49年２月及び同年３月 

昭和 36 年４月に、私の将来を心配して、父が私の国民年金の加入手続を

行い、結婚するまでは父が保険料を納付していたはずであり、申立期間①

も納付しているはずだ。 

また、申立期間②及び③は、私が、夫の国民年金保険料と合わせて納付

していたと思う。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、当該期間はそれぞれ２か月と短期間である

上、当該期間の前後の期間の国民年金保険料は現年度納付されていること、及

び当該期間に近接する昭和 47 年 10 月から同年 12 月までの保険料が、オンラ

イン記録では未納とされていたものの、Ａ市の国民年金被保険者名簿では納付

済みとされていたことから、平成 21年 11月に記録訂正されており、行政側の

記録管理の不備が認められることなどを踏まえると、申立人は、当該期間につ

いても国民年金保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、夫婦共

に昭和 39 年５月にＢ町（現在は、Ｃ市）で払い出されており、それ以前に別

の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことか

ら、この時点で当該期間は時効となり、申立人の父親は保険料を納付すること

はできなかったものと考えられる。 



  

また、申立人及びその父親が申立期間①の国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立人は当該期間の国民年

金保険料の納付に関与しておらず、申立期間当時の保険料の納付状況等が不明

であり、ほかに当該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年４月及び同年５月並びに 49年２月及び同年３月の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月及び同年５月並びに 49 年２月

及び同年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和 17年生 

住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 43年２月まで 

② 昭和 48年４月及び同年５月 

③ 昭和 49年２月及び同年３月 

私の妻は、公共料金等はきちんと納付していたので、婚姻後の国民年金

保険料についても欠かさず納付しているはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間②及び③については、当該期間はそれぞれ２か月と短期間である

上、当該期間の前後の期間の国民年金保険料は現年度納付されていること、及

び当該期間に近接する昭和 47年８月から同年 12月までの保険料が、オンライ

ン記録では未納とされていたものの、Ａ市の国民年金被保険者名簿では納付済

みとされていたことから、平成 21年 11月に記録訂正されており、行政側の記

録管理の不備が認められることなどを踏まえると、申立人の妻は、当該期間に

ついても夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたものと考えるのが自然で

ある。 

一方、申立期間①については、Ａ市の被保険者名簿では、申立人は昭和 42

年９月にＢ町（現在は、Ｃ市）からＡ市に転居し、43 年１月に国民年金被保

険者資格の再取得の届出を行っているが、同年３月にはＤ社へ入社し厚生年金

保険被保険者資格を取得していること、及び厚生年金保険の加入に伴い国民年

金被保険者資格の喪失の届出を行う必要があるが、同届出は 44 年５月に行わ

れており、同名簿では、国民年金被保険者資格の再取得から喪失までの間に国

民年金保険料が納付又は還付された形跡は見当たらないことなどから、当該期



  

間の保険料は納付されなかったものと推認される。 

また、申立人及びその妻が申立期間①の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立期間当時の保険料の納付

状況等が不明であり、ほかに当該期間の国民年金保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48年４月及び同年５月並びに 49年２月及び同年３月の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

申立期間当時、国民年金保険料は、Ａ市Ｂ区役所の集金嘱託員が、私が

自営していた店に集金に来ていたので、その時に納付していた。もし国民

年金保険料に未納期間があれば集金嘱託員が必ず気付き、未納期間分の保

険料も集金しているはずなので、申立期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間である上、申立期間当時、Ａ市においては、集

金嘱託員による国民年金保険料の戸別徴収を行っており、申立人の供述と符合

し、申立人は昭和 49 年９月に国民年金の加入手続を行って以降、申立期間を

除き国民年金保険料の未納は無く、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人から提出された「52 年分の所得税の確定申告書」（写）の社

会保険料控除欄に記載された金額は、昭和 52 年の国民年金保険料額と一致し

ている上、申立期間当時において申立人に転居等の生活環境に大きな変化は見

受けられないことから、申立期間のみ未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3175 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を平成元年４月及び同年５月は 17 万円、同

年６月は 18万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 35年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年４月１日から同年７月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給された給与支給総額より低い金

額で記録されていることが分かった。 

申立期間は、Ａ事業所に勤務していた期間であり、申立期間の給料台帳

を提出するので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が提出した平成元

年４月から同年６月までの期間に係る給料台帳において確認できる報酬月額及

び厚生年金保険料控除額から判断すると、申立人は、当該期間において、オン

ライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険料額を給与

から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成元年４月及び同年５月



  

は 17万円、同年６月は 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ａ事業所が提出した「健康保険厚生年金保険資格取得確認および標準報酬

決定通知書」において確認できる事業主が届け出た報酬月額が、上記給料台帳

の報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と一致していない

上、事業主は、厚生年金保険料額の算出及び控除についての誤りを認めている

ことから判断すると、事業主は上記の給料台帳から確認できる報酬月額又は保

険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

（当時）は、当該報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、平成13年８月を36万円、15年８月を32万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和51年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成13年８月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成14年10月１日から15年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、

給与支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額

より低い金額で記録されているので、申立期間の標準報酬月額を厚生年金

保険料の控除額に見合う記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が保管する申立期

間に係る給与支給明細書並びにＢ社の経理及び社会保険関係事務を統括してい

るとするＣ社が保管する平成13年から15年までの期間に係る賃金台帳において

確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から判断すると、申立期間のう

ち、13年８月は36万円、15年８月は32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保



  

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は、｢不明である。｣と回答しており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、給与支給明細書及び賃金台帳で確認できる厚生年金保険料控除額に見合

う報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

一方、申立期間②のうち、平成14年10月１日から15年８月１日までの期間

については、当該期間の給与支給明細書及び賃金台帳により、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額（36万円）は、

オンライン記録により確認できる標準報酬月額（28万円）よりも高額であるも

のの、前述の給与支給明細書及び賃金台帳に記載された報酬月額に見合う標準

報酬月額は、オンライン記録により確認できる標準報酬月額と同額又は低額で

あることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行

わない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ出張所（実

際の勤務先は、Ａ社Ｃ出張所Ｄ営業所）における資格喪失日に係る記録及び同

社Ｅ支店（実際の勤務先は、Ａ社Ｆ支店Ｇ営業所）の資格取得日に係る記録を

昭和 43年 10月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を、同年９月は５万

6,000円、同年 10月は６万円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該期間のうち、昭和 43 年９月 30 日から同年 10 月１日までの期間に

ついては、履行していないと認められ、同年 10月１日から同年 11月１日まで

の期間については、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日  ： 昭和７年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 26年４月１日から同年８月 31日まで 

             ② 昭和 43年９月 30日から同年 11月１日まで 

昭和 26 年４月から同年８月までの期間は、Ｈ社のＩ営業所で勤務してい

た。また、昭和 26 年９月にＡ社に入社し、63 年３月に同社を定年退職する

までの 37年間において、同社に継続して勤務していた。 

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いが、申立期間において勤

務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録、Ｂ社の回答、申立人が

所持するＡ社に係る在籍証明書、及び複数の同僚の供述から判断すると、

申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 43 年 10 月１日にＡ社Ｃ出張所Ｄ営

業所から同社Ｆ支店Ｇ営業所に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ出張所に



  

おける昭和 43 年８月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、同

年９月は５万 6,000 円、及び同社Ｅ支店における同年 11 月の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の記録から、同年 10 月は６万円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、申立期間②のうち、昭和 43 年９月 30 日から同年 10 月１日までの

期間について、事業主は、当時の資料は保存されておらず不明としている

が、事業主が厚生年金保険被保険者資格の喪失日を同年 10 月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年９月 30 日と誤っ

て記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、同年９月の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、昭和 43 年 10 月１日から同年 11 月１日までの

期間について、事業主は、当時の資料は保管されておらず不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①については、申立人が所持するＨ社Ｉ出張所の所在する建物前

で撮影したとする写真及び申立人が名前を挙げた高等学校時代の同級生の

供述から判断すると、期間の特定はできないものの、Ｈ社Ｉ出張所に勤務

していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人は、高等学校卒業後の昭和 26 年４月からＨ社Ｉ出

張所に勤務したと申し立てているところ、同社Ｉ出張所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿によれば、同社Ｉ出張所が厚生年金保険の適用事

業所に該当することとなったのは、同年８月１日であることが確認でき、

申立期間①のうち、同年４月１日から同年７月 31 日までの期間については、

厚生年金保険の適用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

また、Ｈ社（本社）及び同社Ｉ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、いず

れの被保険者名簿においても、申立期間①における健康保険番号の整理番

号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 



  

さらに、前述のＨ社（本社）及び同社Ｉ出張所に係る被保険者名簿によ

れば、同社（本社）及び同社Ｉ出張所は、既に厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなっている上、当時の各事業主及び両被保険者名簿により申

立期間①当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者についての所

在を確認することができず、申立人の申立期間①における勤務実態、厚生

年金保険への加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関

連資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3178 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立期間の標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額（９万 2,000 円）であったと認められることから、

申立期間の標準報酬月額の記録を９万 2,000円に訂正することが必要である。 

       

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年８月 21日から 49年 10月１日まで 

    昭和 48年８月 21日にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場から同社本社に異動し

たが、「ねんきん定期便」により確認したところ、申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額が、申立期間直前の標準報酬月額より著しく低く記

録されており、実際の給与額と相違していることが分かった。申立期間に

おける標準報酬月額の記録を実際の報酬月額に見合う記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ厚生年金基金は、平成 16 年４月１日に代行返上の認可を受け、確定給付

企業年金へ移行しているところ、この移行時期前において、当該基金は、Ａ

社が保管する、Ｄ厚生年金基金から国の所管局に提出した「代行返上・不突

合データの件（確認お願い）」（平成 15 年９月 22 日付け）により、申立人

の申立期間における標準給与月額を９万 2,000 円と記録していたことが確認

できる。 

また、Ａ社は、「申立期間当時、６枚複写の届出用紙により、社会保険事務

所、Ｄ厚生年金基金及びＥ健康保険組合のそれぞれに同じ内容の届出を行って

いたものと思われる。」旨を回答していることから判断すると、Ｄ厚生年金基

金に提出されたものと同一のものが社会保険事務所に届け出られたことがうか

がえるところ、昭和 45 年 10 月１日に当該基金が設立された以降の期間におい

て、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額と同基金の標準給与月額の記

録は、申立期間を除き、全て一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間直前に勤務していたとするＡ社Ｃ工場に係る健康保険厚生



  

年金保険被保険者名簿によれば、申立人の昭和 48 年７月の標準報酬月額は、

９万 2,000 円と記録されているところ、申立事業所である同社本社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の同年８月 21 日の資格取得

時の標準報酬月額は、５万 2,000 円と大幅に低く記録されている一方、申立期

間直後の 49 年 10 月１日の定時決定時には、14 万 2,000 円として、資格取得

時の標準報酬月額に比べて大幅に引き上げられていることが確認できる上、前

述の申立事業所である同社本社に係る被保険者名簿における申立期間及びその

前後の期間に係る申立人の同僚の標準報酬月額の推移を確認したところ、申立

人と同様に標準報酬月額について大幅な引下げや引上げが行われている記録は

確認できない。 

これらを総合的に判断すると、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額については９万 2,000 円に訂正することが妥

当である。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3179 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、申立期

間の標準賞与額に係る記録を 70万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年８月 25日 

Ａ社に勤務していた申立期間における標準賞与額に係る記録が確認でき

ない。平成 15 年８月 25 日に支給された夏季賞与から厚生年金保険料が控

除されているので、申立期間における標準賞与額に係る記録を認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準賞与額については、申立人が提出した平成 15 年夏季賞与明細

書等から判断すると、15 年８月 25 日に申立人に対し 70 万円の賞与が支払わ

れ、当該賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが

認められる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、70 万円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が当該期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっており、当時の事業主は社会保険に係る関連資料は保存していな

いと回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3180 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間②について、申立人のＡ病院（現在は、Ｂ病院）における厚生年

金保険被保険者資格の喪失日は昭和 28 年９月１日であったと認められること

から、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年２月 14日から 25年１月１日まで 

             ② 昭和 26年 12月 31日から 28年９月１日まで 

Ａ病院に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確

認できない。申立期間において継続して勤務していたことは事実であるの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、Ｂ病院が提出した「退職手当算出調書」、申立人が

提出したＢ病院創立 50 周年記念誌に記載された「退職者名簿」及び申立人

のＡ病院に係る雇用保険の被保険者記録等から判断すると、申立人が申立

期間②についても申立事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立事業所に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿及びオン

ライン記録により、申立人が在職中に退職したとして名前を挙げた上司に

ついて、申立期間②における厚生年金保険の被保険者記録が確認できるこ

と、及びＢ病院が「申立人は申立期間②においても継続して厚生年金保険

に加入させていたものと考えられる。」と回答していることなどから判断

すると、申立人は申立期間②において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと考えられる。 

一方、前述の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿により、申立人を含

む多数の者が昭和 25 年１月１日に申立事業所に係る厚生年金保険被保険者



  

の資格を取得していることが確認できるものの、当該被保険者記録を確認

できる申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は確認できな

い。このことについて、日本年金機構Ｃ事務センターは、「Ｄ社会保険事

務所（当時）の火災により、健康保険厚生年金保険被保険者名簿は焼失し

ており、当時、可能な範囲で復元したとされているが、申立事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿が確認できない理由等は不明であ

る。」と回答している。 

以上の事実を前提にすると、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録

が無いことの原因としては、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失、

事業主の届出漏れ、保険者による厚生年金保険被保険者記号番号払出簿へ

の記入漏れ等の可能性が考えられるが、火災による焼失から半世紀も経た

今日において、保険者において当該被保険者名簿等の完全な復元をなしえ

ない状況の下で、申立人及び事業主に、その原因がいずれかにあるのかの

特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人らに、これによる

不利益を負担させるのは相当ではないと言うべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間②において勤務してい

た事実及び事業主による厚生年金保険料の控除の事実が推認できること、

申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は、事業主がその届出を行った

後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特

段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、申立人の

申立事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 28 年９月１

日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人の申立事業所に

おける昭和 26 年 11 月の厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)の記録、及び

28 年９月における健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000

円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

厚生年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険

の被保険者記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場

合においては、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又

は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった適切な取

扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になさ

れているとは言えない。 

 

２ 申立期間①について、Ｂ病院が提出した「退職手当算出調書」、及び申立

人が提出したＢ病院創立 50 周年記念誌に記載された「退職者名簿」等から

判断すると、申立人がＡ病院に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、申立人が提出した厚生年金保険被保険者証に記載されて



  

いる資格取得日は昭和 25 年１月１日となっているほか、申立人の申立事業

所に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿及び厚生年金保険被保険者

台帳においても厚生年金保険被保険者資格の取得日は同日となっており、

オンライン記録と一致していることが確認できる。 

また、申立事業所に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によれば、

申立人が名前を挙げた上司及び同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日

は、いずれも、申立人と同日の昭和 25 年１月１日となっていることが確認

できる。 

さらに、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3181 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 18 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、か

つ、申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は 20 年

10 月１日であったと認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険

者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年 11月１日から 20年 10月１日まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場については、事業所検索簿に記載は無く、健康保険厚生年金保

険被保険者名簿も存在しないものの、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の

備考欄に「Ａ社Ｂ工場」と記載されている厚生年金保険の被保険者が多数確認

できるところ、年金事務所は、「Ｃ県庁の火災により、当時の厚生年金保険に

係る台帳は焼失している。厚生年金保険被保険者記号番号払出簿には被保険者

名や資格取得日等の欄に多くの空欄が見受けられるが、当該払出簿等の記録か

ら、申立事業所は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所に該当していた

ものと考えられる。」と回答している上、厚生年金保険被保険者記号番号払出

簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、昭和 18年 11月１日に申

立事業所に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得している者及び 20年 12月

25 日に同資格を喪失している者が確認できることから判断すると、申立事業



  

所は、少なくとも、申立期間を含む 18 年 11 月１日から 20 年 12 月 25 日まで

の期間において厚生年金保険の適用事業所に該当していたものと認められる。 

また、申立人が所持していた履歴書により、申立人はＤ市役所に勤務した

後、昭和 18年 11月１日から 20年９月 30日までの期間においてＡ社Ｂ工場建

設事務所工務担当課に勤務していた旨記載されていることが確認できるところ、

Ａ社が提出した当時の「退職者名簿」において、所属が「Ｂ」と記載されてい

る８人のうち、申立人と同姓同名の者に係る名前が確認できるほか、厚生年金

保険被保険者記号番号払出簿及びオンライン記録により、申立期間当時、申立

事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「私が入社し

た際に所属した工務担当課に、工事主任をしていた申立人と思われるＥ姓の職

員が勤務しており、私が退職した後も勤務していたので、申立事業所の開設当

初から終戦後の残務整理までの期間において勤務していたと思う。」と供述し

ていることなどから判断すると、申立人は申立期間において申立事業所に勤務

していたことが認められる。 

さらに、Ａ社は、「申立期間とＢ工場の設立時期及び閉鎖時期はおおむね

一致している。『退職者名簿』に記載されている者は職員であり、当時、職員

であれば厚生年金保険に加入していたものと思われる。」と回答している上、

前述の同僚は、「職員であれば、厚生年金保険に加入していたと思う。」と供

述しているほか、厚生年金保険被保険者台帳から、申立期間当時、申立事業所

に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「当時、私は社会保

険事務を担当していたが、全ての正社員である職員について厚生年金保険の加

入手続を行っていた。」と供述していることから判断すると、申立人は、申立

期間において、申立事業所に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得し、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと考えられる。 

以上の事実を前提にすると、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録が

無いことの原因としては、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失、事業主

の届出漏れ、保険者による厚生年金保険被保険者記号番号払出簿への記入漏れ

等の可能性が考えられるが、火災による焼失から半世紀も経た今日において、

保険者において当該被保険者名簿等の完全な復元をなしえない状況の下で、申

立人及び事業主に、その原因がいずれかにあるのかの特定を行わせることは不

可能を強いるものであり、同人らに、これによる不利益を負担させるのは相当

ではないと言うべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間において勤務していた事

実及び事業主による厚生年金保険料の控除が推認できること、申立人に係る厚

生年金保険の被保険者記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性

が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段の事情は見当たらない

こと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が昭和 18年 11月１

日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し



  

行ったと認めるのが相当であり、かつ、申立人の申立事業所における厚生年金

保険被保険者資格の喪失日は 20年 10月１日とすることが妥当であると判断す

る。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員

保険法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準

じ、１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、厚

生年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の被保

険者記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場合において

は、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にある

ことが特定できない案件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これ

に対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3182 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成２年 10 月１日から同年 11 月１日までの期

間及び同年 12月１日から３年９月 21日までの期間については、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年９月 21日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間について、給与支払明細

書に記載された厚生年金保険料控除額と「ねんきん定期便」に記載された

保険料額が異なっているので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成２年 10 月１日から同年 11 月１日までの期

間及び同年 12月１日から３年９月 21日までの期間に係る標準報酬月額につい

ては、申立人が提出した当該期間に係る給与支払明細書において確認できる報

酬月額及び厚生年金保険料控除額から判断すると、申立人は、当該期間におい

て、オンライン記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険

料額を給与から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額



  

を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成２年 10 月及び同年 12

月から３年８月までの期間は 26万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成２年 11 月１日から同年 12 月１日までの期間

については、申立人が提出した当該期間に係る給与支払明細書において確認で

きる厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準

報酬月額を超えていることが確認できるものの、当該給与支払明細書において

確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準報酬月額

と一致しており、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3183 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ病院（現在は、Ｂ病院）における

資格喪失日に係る記録を昭和 51 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 11万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年８月 31日から同年９月１日まで 

Ａ病院から同病院の関連病院であるＣ病院に異動した際の申立期間にお

ける厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。昭和 51 年８月分の給与

明細書から厚生年金保険料が控除されているので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した昭和 51 年８月分の給与明細書及びＢ病院の回答等から判

断すると、申立人がＡ病院及び同病院の関連病院に継続して勤務し（昭和 51

年９月１日にＡ病院からＣ病院に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が提出した昭和 51 年８

月分の給与明細書及び申立人のＡ病院における同年７月の健康保険厚生年金保

険被保険者原票から、11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は社会保険事務手続における誤りを認めている上、事業主が資格

喪失日を昭和 51 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを同年８月 31 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、平成６年 10月を 32万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年２月１日から６年１月 1日まで 

② 平成６年１月５日から 10年９月 21日まで 

③ 平成 12年９月１日から 20年６月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた申立期間①並びにＢ社に勤務していた申立期間②及び③の標準

報酬月額が、実際に支給された給与額に見合う標準報酬月額よりも低い金

額で記録されていることが分かった。 

申立期間の給与支給明細書を提出するので、申立期間の標準報酬月額の

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下、「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間②のうち、平成６年 10 月の標準報酬月額については、

Ｂ社に係る厚生年金保険料の控除が翌月控除であったことが認められることを



  

踏まえ、申立人から提出された申立事業所の同年 11 月の給与支給明細書にお

いて確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、32 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、根拠となる資料を保

管しておらず不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①及び②のうち、平成６年１月から同年９月までの期間及

び同年 11 月から 10 年８月までの期間、並びに申立期間③のうち、12 年９月

から 19 年８月までの期間に係る標準報酬月額については、Ａ社及び同社の関

連事業所であるＢ社に係る厚生年金保険料の控除が翌月控除であったことが認

められることを踏まえ、申立人の所持するＡ社に係る元年３月から６年１月ま

での期間、並びにＢ社に係る同年２月から同年 10月までの期間、同年 12月か

ら 10年９月までの期間、及び 12年 10月から 19年９月までの期間の給与支給

明細書において確認できる厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録上の標準報酬月額と一致することが確認できることから、記録

を訂正する必要は認められない。 

他方、申立期間③のうち、平成 19 年９月から 20 年５月までの期間に係る

標準報酬月額については、Ｂ社は、22年７月５日に申立人に係る 19年、20年

及び 21 年分の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を提出して

おり、オンライン記録において、当該算定基礎届に基づき、申立期間③のうち

19年９月から 20年５月までの期間について、22年７月６日付けで標準報酬月

額を 26万円から 44万円へ訂正処理されていることが確認できるとともに、厚

生年金保険法第 75 条本文の規定により、当該訂正処理後の標準報酬月額（44

万円）は年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とならない記録とされている

ことが確認できるところ、申立人が提出した当該期間の給与明細書及びＢ社が

提出した当該期間の賃金台帳により、申立人の給与から控除された保険料に相

当する標準報酬月額（26 万円）は、オンライン記録の標準報酬月額（26 万

円）と一致することが確認できることから、当該記録を取り消し、特例法に基

づき、記録を訂正する必要は認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3192 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 20 年 12 月８日に厚生年金保険の第１種被保険者

資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認めら

れ、かつ、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失日

は 23 年５月４日であったと認められることから、申立人に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 12月頃から 23年５月４日まで 

Ａ社本社役員の推薦により、昭和 20 年 12 月頃から、同社Ｂ事業所で勤

務を開始した。申立期間において、同社Ｂ事業所で勤務したことは、その

後勤務したＣ県において作成された職員調書にも記載されている。勤務し

ていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

勤務内容に係る申立人の具体的な供述及び同僚の供述から判断すると、申

立人が、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、昭和 20 年 12 月８

日付けで、Ａ社Ｂ事業所における、申立人と名前の漢字表記が一部相違し、生

年月日が同一である被保険者に係る厚生年金保険被保険者記号番号が払い出さ

れていることが確認できるところ、オンライン記録により、申立期間当時、厚

生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、「申立期間当時、申立人と同

じ業務に従事していた。」と供述し、申立人も、同じ業務に従事していたとし

て当該同僚の名字を記憶していることなどから判断すると、当該厚生年金保険

の被保険者記録は申立人の記録に相違ないと判断できる。 

さらに、当該記号番号には、Ｄ社会保険事務所（当時）火災に伴う、厚生



  

年金保険の被保険者記録として確認されていないことを示す事故番号が付番さ

れていることが確認できる。 

加えて、前記の同僚について、申立人と同様に、前述の払出簿において、

厚生年金保険被保険者記号番号が払い出されていることが確認できるところ、

当該同僚の同記号番号には、前述の事故番号の付番は無く、厚生年金保険の被

保険者記録として確認されたことを示す「済」と押印されている。 

一方、Ｄ社会保険事務所は火災により被災し、現存するＡ社Ｂ事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は、焼失したものを復元したものである

と推認されるが、当該被保険者名簿には、記録の欠落が多く見られる上、前述

の払出簿に氏名及び生年月日の記載はあるものの、厚生年金保険の被保険者記

録が無く、「事故分」として取り扱われている被保険者が多数存在することな

どから、当該復元された同事業所の被保険者名簿については、完全なものでは

なかったと考えられる。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の被保険者記録が

無いことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への

記入漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大

規模な焼失等から半世紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿の完全な

復元をなしえない状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいずれにあるの

かの特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人らにこれによる不

利益を負担させるのは相当でないというべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続して勤務してい

た事実が推認できること、本件申立てに係る厚生年金保険の被保険者記録は、

事業主がその届出を行った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、

その推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮す

ると、事業主は申立人が昭和 20年 12月８日にＡ社Ｂ事業所における厚生年金

保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認める

のが相当であり、かつ、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日は 23年５月４日とすることが妥当であると判断する。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員

保険法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準

じ、１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、当

該被保険者名簿及び被保険者名簿以外の被保険者に関する記録等が焼失したこ

とから、現存する厚生年金保険の記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完

全性が明らかな場合においては、以上の事実を考慮の上、当該記録の欠落の原

因が申立人又は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった

適切な取扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分に

なされているとは言えない。 



  

福岡厚生年金 事案 3193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 15 年 12 月 22

日及び 16 年７月 23 日は 18 万円、19 年 12 月 21 日は 18 万 5,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年 12月 22日 

                          ② 平成 16年７月 23日 

             ③ 平成 19年 12月 21日 

申立期間において、Ａ社に勤務し、賞与の支給を受け、当該賞与から厚

生年金保険料を控除されていたので、標準賞与額の記録として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した賞与支払明細書及びＡ社が提出した賞与支払明細書

（控）により、申立人は、申立期間①及び②については 18 万円、申立期間③

については 19 万円の賞与の支給を受け、全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の賞与総支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、前述の賞与支払明細

書及び賞与支払明細書（控）により確認できる賞与総支給額及び控除保険料額

から、平成 15 年 12 月 22 日及び 16 年７月 23 日は 18 万円、19 年 12 月 21 日



  

は 18万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録によれば、各申立期間を除く、平成 15 年７月期から 20

年７月期までの８回の標準賞与額に係る申立人の記録が確認できるなか、Ａ社

は、「申立期間において、支給した賞与から厚生年金保険料を控除したが、賞

与支払届の提出については、平成 19 年 12 月 21 日分は届出を行っておらず、

15 年 12 月 22 日及び 16 年７月 23 日分については、資料が無く不明であ

る。」と回答しているが、申立期間に係る賞与支払届について、事業主からの

提出を受けていながら、社会保険事務所（当時）がこれを記録しないとは考え

難く、19 年 12 月 21 日分の賞与支払届については事業主が届出を行っていな

かったことを認めていることなどから判断すると、15 年 12 月 22 日及び 16 年

７月 23 日分の賞与支払届についても当該事業所からの届出があったと推認す

ることはできず、その結果、社会保険事務所は、申立期間に係る、当該標準賞

与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3194 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格取得日に

係る記録を昭和 30年 10月９日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月９日から 31年８月１日まで 

Ａ社Ｂ出張所に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記

録が確認できない。昭和 30 年 10 月にＡ社Ｃ出張所が廃止され、新たに開

設された同社Ｂ出張所に異動し継続して勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ出張所及び同社Ｂ出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

により、申立期間前後に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚につい

ては、申立期間を含め雇用保険の被保険者記録が継続していることが確認でき

ること、並びに申立人及び同僚が同社Ｃ出張所の廃止に伴い一緒に同社Ｂ出張

所に異動したと供述している同僚については、Ａ社の親会社であるＤ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間においても厚生年金保険

の被保険者記録が継続していることが確認できることなどから判断すると、申

立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 30年 10月９日にＡ社Ｃ出張所から同社Ｂ

出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ出張所におけ

る昭和 31 年８月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、7,000 円とする

ことが妥当である。 



  

一方、適用事業所名簿等によれば、Ａ社Ｃ出張所は昭和 30 年 10 月９日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、また、同社Ｂ出張所は、

31 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当していることから、申立期

間においては両事業所とも厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認でき

ない。 

しかしながら、前述の被保険者名簿により、Ａ社Ｂ出張所が厚生年金保険

の適用事業所に該当することとなった昭和 31 年８月１日に厚生年金保険被保

険者の資格を取得している 11 人のうち、申立人及び同僚が同社Ｃ出張所から

同社Ｂ出張所に異動したとして名前を挙げた者が申立人を含め７人確認できる

ところ、複数の同僚は、「私や申立人を含め、Ａ社Ｃ出張所に勤務していた従

業員は、同社Ｃ出張所の廃止に伴い、同社Ｂ出張所に異動し継続して勤務し

た。」と供述していることから判断すると、Ａ社Ｂ出張所には、申立期間にお

いて少なくとも７人の従業員が引き続き勤務していたことが推認でき、当時の

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件である「常時５人以上の従業員を使

用するもの」を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、事業主は申立人の申立期間において適用事

業所でありながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかった

と認められることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 17 年９月１日から 18 年４月１日までの期

間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月額

に係る記録を 17年９月は 22万円、同年 10月は 26万円、同年 11月は 24万円、

同年 12月から 18年３月までは 22万円に修正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日から 18年４月１日まで 

Ａ事業所に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違しているの

で、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 17 年９月１日から 18 年４月１日までの期

間に係る申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した当該期間に係る

給与明細書において確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額から判断す

ると、申立人は、当該期間において、オンライン記録上の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料額より多い保険料額を給与から控除されていることが認めら

れる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 



  

   したがって、申立人の標準報酬月額については、平成 17 年９月は 22 万円、

同年 10 月は 26 万円、同年 11 月は 24 万円、同年 12 月から 18 年３月までは

22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の標準報酬月額に係る事務手続の誤りを認めている

ことから、事業主は給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当

該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 17 年８月８日から同年９月１日までの期間に

ついては、申立人が提出した当該期間に係る給与明細書において確認できる厚

生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録上の標準報酬月

額を超えていないことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に

当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成２年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年３月 31日から同年４月１日まで 

平成２年３月 31 日までの期間においてＡ社に勤務していたが、申立期間

の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。私が所持している給料支

払明細書により、申立期間の厚生年金保険料が控除されていることが確認

できるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社に係る給料支払明細書によれば、申立人が同社

において厚生年金保険被保険者の資格を取得した昭和 63 年８月の給料支払明

細書において、給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認できるこ

とから判断すると、当該事業所では、厚生年金保険料を当月控除方式により控

除していたものと認められる。 

また、平成２年３月分の当該給料支払明細書により、厚生年金保険料が給

与から控除されていることが確認できるとともに、同年３月の労働日数は「27

日」、「３月１日－３月 31 日」と記載されていることが確認できること、及

び当時申立事業所において社会保険事務を担当していたとして申立人が名前を

挙げ、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において厚生年金

保険の被保険者記録が確認できる同僚は、申立人は同年３月までの期間におい

て当該事業所に在籍しており、退職日は末日であったと記憶していると供述し

ていることなどから判断すると、申立人が当該事業所に同年３月 31 日までの



  

期間において継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する平成２年３

月分の給料支払明細書により確認できる厚生年金保険料の控除額及び報酬月額

から判断すると、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録により、申立事業所は平成 20 年８月１日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認できるところ、当時の事業

主に代わり回答した事業主の子は、「当時の資料は保管されておらず、全て不

明である。」と回答しているものの、事業主が２年４月１日を資格喪失日とし

て届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年３月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主は同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年３月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納入されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3197 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、平成 18 年 12 月 26

日は 13 万 9,000 円、19 年 12 月 21 日は 11 万 7,000 円とすることが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18年 12月 26日 

             ② 平成 19年 12月 21日 

平成 18 年 12 月 26 日及び 19 年 12 月 21 日にＡ社から支給された賞与か

ら厚生年金保険料が控除されているにもかかわらず、申立期間の標準賞与

額に係る記録が無い。申立期間の標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する平成 18 年 12 月分及び 19 年 12 月分の賞与支給明細書並

びにＡ社が保管する 18年 12月分及び 19年 12月分の賞与支給控除項目一覧表

により、申立人は、申立期間①については 15 万円、申立期間②については 13

万円の賞与の支給を受け、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

また、標準賞与額については、厚生年金保険の保険料及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録

の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

厚生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、前述の賞与

支給明細書及び賞与支給控除項目一覧表により確認できる厚生年金保険料控除

額から判断すると、平成 18 年 12 月 26 日は 13 万 9,000 円、19 年 12 月 21 日



  

は 11万 7,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を行っていないと回答し、当該

期間に係る厚生年金保険料を納付していなかったことを認めていることから、

事業主は、前述の賞与支給明細書及び賞与支給控除項目一覧表により確認で

きる賞与総支給額について、社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る当該賞与総支給額に見合う標準賞

与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 45年３月まで 

「ねんきん特別便」を確認したところ、申立期間の国民年金保険料が未

納と記録されていたので、同記録に納得できないとして、日本年金機構に

記録の訂正を求めたが、納付の確認ができない旨の回答があった。 

年金の受給手続を行う際に再度国民年金の加入期間の確認を年金事務所

に依頼したが、やはり申立期間における納付の記録が確認できないとのこ

とであった。 

私の国民年金保険料の未納分については、昭和 43 年から 51 年までの期

間、Ａ町（現在は、Ｂ市Ａ支所）の助役として勤務していた私の父が、45

年又は 46 年頃、年金納付特例措置（特例納付）により一括して同町役場で

納付したことを父から聞かされていた。 

父は、昭和 52 年＊月に他界しており、納付したことを証明できる資料は

何も無いが、調査の上、申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年又は 46 年頃、申立人の父親が、申立期間の国民年金

保険料をＡ町役場において一括納付したと主張しているところ、国民年金手帳

記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、45 年７月 21 日に

払い出されたことが確認でき、それ以前に別の記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらず、当該払出時期は、第１回目の特例納付の

実施時期であることから、申立期間のうち、41 年４月から 43 年３月までの期

間は特例納付により、及び同年４月から 45 年３月までの期間は過年度納付に

より国民年金保険料を一括納付することは可能とも考えられる。 



  

しかしながら、当時の領収済通知書の控えの全てを保管しているとする年

金事務所に照会したところ、申立人に係る申立期間の領収済通知書は確認でき

ない上、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を一括納付したとするＡ町

役場においては、現年度納付以外の国民年金保険料の収納事務は行っておらず、

Ｂ市役所に確認したところ、申立期間当時、Ａ町役場職員が現年度納付以外の

国民年金保険料を一旦預かり、後に被保険者に代わって社会保険事務所（当

時）で納付又は金融機関で払込みを行う取扱いもしていなかったと回答してい

る。 

   また、特殊台帳において、申立期間の国民年金保険料が特例納付された事跡

は見当たらない。 

さらに、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は申立期間の国民年金

保険料の納付には直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続や申立

期間の保険料納付を行ったとする申立人の父親は既に死亡しており、その加

入状況や保険料の納付状況は不明であり、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2253（事案 79の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年 12 月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年 12月から 48年３月まで 

私は、中学校を卒業後、個人経営の店に就職し国民年金に加入していた。 

当時、私の国民年金の加入手続は同居していた母が行い、国民年金保険

料も母が納付していたものと思っている。母は、既に死亡しており、当時

の国民年金手帳などの資料や記録は何も残っていない。 

しかし、母は、私の姉妹にも年金を払っていないと将来自分が困ると

言っており、母自身も国民年金保険料をきちんと納付して年金を受給して

いたので、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ないとして、年金記録確認第三者委員会に納付記録の訂正を求めたところ、

年金記録の訂正は認められないとの通知を受け取ったが、当該通知に納得

できない。 

今回、再申立てを行うに当たって、新たな証拠資料等は無いが、母が申

立期間の国民年金保険料を納付したはずであるので、再度調査の上、申立

期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ｉ）申立人自身は、国民年金保険料の

納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付したとされる申立人の母親は既に死亡しているため、国民年金の加入状

況、保険料の納付状況等が不明であること、ⅱ）申立人の国民年金手帳記号番

号の払出しは、昭和 48 年８月であることが確認でき、その時点では、申立期

間の一部は時効により納付できない期間であり、それ以前に、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことな

どとして、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年４月１日付けで年金記録の



  

訂正は必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

 今回、申立人は、上記の通知に納得できないとして再申立てを行っているが、

申立人から年金記録の訂正につながる新たな資料及び事情が得られず、その他

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

申立期間当時、私が住んでいた地区は、納付組合に加入していて、毎月、

集会所で国民年金保険料の集金が行われており、その時に勧められて国民

年金に加入した。 

申立期間の国民年金保険料については、それ以前の期間と同様に義父及

び夫が毎月、集会場で納付していたと思う。申立期間の国民年金保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ区の国民年金被保険者名簿、特殊台帳及び申立人が所持する年金手

帳によると、申立人は、申立期間当初の昭和 59 年４月５日に国民年金任意加

入被保険者の資格を喪失し、申立期間直後の 61 年４月１日に国民年金第３号

被保険者資格を取得していることが確認され、この間に申立人が国民年金に任

意加入した事跡及び申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間については国民年金

の未加入期間となり、国民年金保険料を納付することができなかったものと考

えられる。 

また、申立人の義父及び夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年３月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年３月から 51年３月まで 

私は、昭和 48 年３月にＡ社Ｂ工場を退職し、夫と結婚した。国民年金の

加入は結婚後すぐに行った。 

当時、夫の両親と同居しており、夫の両親が家族４人分の国民年金保険料

を納税組合の集金により納めていた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年４月に夫婦連番で払い出され

ており、それ以前に別の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

は見当たらず、この時点で、申立期間のうち 48年３月から同年 12月までの期

間は、時効によって国民年金保険料を遡って納付することができない期間であ

る。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は、申立人の夫の両親が納税

組合を通じて集金日に納付していたと供述しているところ、国民年金手帳記号

番号の払出時期から見れば、申立期間の国民年金保険料は過年度納付となり、

納税組合を通じて納付することはできない上、申立人の夫についても、申立期

間の保険料は未納とされていることを踏まえると、申立期間の保険料が納付さ

れていたものとは考え難い。 

さらに、申立人の夫の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立人自身は、国民年金保険

料の納付に関与しておらず、保険料の納付状況等が不明であり、ほかに申立期

間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年９月まで 

私は、昭和 50 年 11 月まで国民年金に加入していなかったが、Ａ町（現

在は、Ｂ市）から、国民年金の加入勧奨があり、国民年金に加入した。そ

の際に 20 歳到達時まで遡って国民年金の保険料を納付できると言われたの

で、未納になっている期間を一括納付した。一括納付した国民年金保険料

額は、10万数千円だったと思う。 

役場の指示通りに保険料を納付したのに、申立期間が未納とされている

ことに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 11 月に払い出されており、

特殊台帳によると、申立人は同年 12 月に、40 年 12 月から申立期間直前の 48

年３月までの期間を第２回の特例納付によって納付し、申立期間直後の同年

10 月から 50 年９月までを遡って納付していることが確認できるところ、制度

上、第２回の特例納付によって納付することができる期間は 48 年３月以前の

期間とされていること、及び遡って納付できる期間は納期限から２年間とされ

ていることから、申立人が 50年 12月に納付した期間は、制度上納付すること

が可能な上記の期間に合致し、申立期間については、特例納付及び過年度納付

のいずれによっても納付することができない期間のため、未納期間になったも

のと考えられる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年１月から同年３月まで 

国民年金保険料の納付は、平成９年５月以降は、経済的に納付するのが

難しくなったが、それまでは、遅れることはあっても毎月、郵便局の窓口

で確実に納付しているはずだ。領収書は保管していたが、結婚して実家を

出るときに紛失した。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の平成８年４月から同年 11 月までの保険

料は、ほぼ毎月納付されていることが確認できるものの、申立期間直前の同年

12 月の保険料は当該年度の末月となる９年３月に納付され、申立期間直後の

９年４月の保険料は納期限を過ぎた同年７月に納付されるなど、８年 12 月以

降の保険料は納期限内での納付が行われていないことが確認できる。 

また、申立人は、国民年金保険料は毎月１か月分を納付し、数か月分の保

険料を一括で納付したことは無いと供述していることから、申立期間の保険料

の一部は過年度納付の対象になったと推認されるところ、申立人はＡ市役所か

ら送付された納付書のみで保険料を納付していたと供述しているが市区町村役

場では過年度納付ができないこと、及び申立期間後においては、納期限を過ぎ

た保険料の納付が１か月行われた後は未納又は免除の期間が５年以上続いてい

ることなどを踏まえると、申立期間の保険料が納付されていたものとは考え難

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立人は、申立期間当時の国民年金保険

料の納付状況に関する記憶が定かではなく、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 40 年３月までの期間、43 年４月から 44 年６月

までの期間及び 46 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月から 40年３月まで 

             ② 昭和 43年４月から 44年６月まで 

             ③ 昭和 46年４月 

昭和 36 年４月に国民年金に加入した当初から、国民年金保険料が免除さ

れていたが、国民年金を満額受給するために、47 年４月頃から 10 年間にわ

たり、免除されていた期間について全て追納した。 

申立期間が免除のままとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年３月 10 日にその夫と連番で

払い出されており、オンライン記録では、国民年金保険料の免除、納付等の記

録は夫婦共合致していることから、保険料の納付行動は夫婦同一であったと推

認されるところ、申立人と同様にその夫についても申立期間の全てが免除期間

とされている。 

また、申立人は、昭和 47 年４月頃から 10 年間にわたり、免除期間の国民

年金保険料を追納したと供述しているものの、特殊台帳及びＡ市の国民年金被

保険者名簿では、申立人は昭和 36 年度から 48 年度まで保険料の免除申請を

行っており、免除期間中であるにもかかわらず過去の免除期間の追納を行った

とは考え難い。 

さらに、免除されていた国民年金保険料を追納できる時期は、免除から 10

年以内とされているところ、特殊台帳及び前述の被保険者名簿によると、申立

人は、昭和 54 年７月に、この時点で追納することが可能な申立期間②直後の

44 年７月から 45 年３月までの期間を追納していること、及び 54 年７月から



  

57 年５月まで５回にわたり追納していることから、申立人が追納を始めた時

期は 54 年７月からと推認され、この時点で申立期間①及び②は時効のため追

納することができなかったものと考えられる上、申立期間③についても同様に、

当該期間直前の 45 年４月から 46 年３月までの期間を 54 年７月に追納した後、

当該期間直後の 46 年５月から 47 年４月までの期間を 56 年５月に追納してい

ることから、同年同月時点で当該期間は時効となり、追納することができな

かったものと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を追納し

ていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和45年７月から46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年７月から 46年３月まで 

昭和 46年 10月に結婚したときに、夫から国民年金に加入するように勧め

られて、すぐに加入手続を行い、国民年金保険料は遡って納付できると聞い

て、すぐに保険料を納付した。夫の国民年金保険料についても加入直後の６

か月間が未納になっていることが最近分かったが、領収書が国民年金手帳に

残っていたので、年金事務所で国民年金保険料の納付記録を訂正してもらっ

た。 

私は領収書を所持していないが、確かに納付したと思うので、申立期間の

納付記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 46 年 10 月 18 日にＡ市Ｂ支所（現在は、Ａ市Ｃ区役所）において払い出

されたことが確認でき、申立人の所持する国民年金手帳の「昭和 46 年度国民

年金印紙検認記録」欄に国民年金保険料が納付されたことを示す検認印が押さ

れていることにより、申立人は、同日、同支所において同年４月から同年 12

月までの現年度分の国民年金保険料を一括納付していたことが確認できる。 

しかしながら、申立期間に係る国民年金保険料は過年度分の保険料であっ

たことから、現年度分の国民年金保険料と同時にＡ市Ｂ支所において納付する

ことはできなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間の保険料の納付場所、納付金額、納付方法等の

記憶が定かでなく、国民年金保険料の納付状況が不明である上、申立人が申立

期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2260 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年７月から２年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 32年生   

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年７月から２年１月まで          

平成元年８月にＡ市に転居した後、同市Ｂ出張所で国民年金の加入手続

を行った。しかし、妻には元年７月から２年２月までの国民年金の加入記

録があるのに、私には申立期間の国民年金の加入記録が無い。申立期間に

国民年金に加入し、保険料を納付しているはずなので、申立期間の納付記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年８月にＡ市に転居した後、同市Ｂ出張所において国民年

金の加入手続を行ったと申し立てているが、申立人の国民年金手帳記号番号

が払い出されたことは確認できず、申立期間は国民年金の未加入期間であり、

国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられ、それ以前に

別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   また、申立人は、申立人宛に国民年金保険料の納付書が送られてきたと主張

しているが、Ａ市役所が国民年金の未加入期間である申立期間について国民

年金保険料の納付書を発行することは考え難く、申立人が主張する納付書に

記載された金額は、申立期間の国民年金保険料の額と大きく相違する上、申

立人は、Ａ市Ｂ出張所で申立期間の国民年金保険料を納付したと申し立てて

いるところ、同市役所は、「当時、Ｂ出張所では国民年金保険料の収納はで

きなかった。」と回答している。 

さらに、申立人は、申立期間について、申立人の妻が国民年金第１号被保険

者とされていることを申立ての理由として挙げているが、申立人の妻につい

ては、オンライン記録により、申立人が厚生年金保険被保険者資格を再度取



  

得したことに伴い、申立期間後の平成２年４月頃に国民年金第３号被保険者

に該当したとの届出が行われ、その際に申立期間を含む元年７月から２年２

月までの期間を国民年金第１号被保険者とする事務処理が行われていること

が推認される。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から同年８月までの期間、同年９月から 38 年７月

までの期間、同年８月から 39年５月までの期間及び同年６月から 42年５月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正 15年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から同年８月まで 

             ② 昭和 36年９月から 38年７月まで 

             ③ 昭和 38年８月から 39年５月まで 

             ④ 昭和 39年６月から 42年５月まで 

私は、国民年金制度が始まるとすぐに国民年金に加入し、国民年金保険

料については、保険料額は憶
おぼ

えていないが、妻の分と一緒に私がＡ市役所

において納付していた。 

また、会社に就職し厚生年金保険に加入した場合でも、国民年金には加

入しなければならないと聞き、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してい

たので、国民年金の未加入とされている期間の年金記録を訂正した上で、

厚生年金保険被保険者期間に納付した国民年金保険料を還付してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、国民年金発足時に申立人の妻と共に国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料は、申立人自身がその妻の分と共に納

付していたと主張しており、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人及び

その妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 36年３月 18日に連番で払い出されて

いることが確認できる上、申立人の妻に係る特殊台帳により、申立期間①を含

む同年４月から 37 年４月までの期間に係る申立人の妻の国民年金保険料が現

年度納付されていることが確認できる。 

しかしながら、前述の記号番号払出簿により、申立人に係る国民年金手帳

記号番号は、一旦、昭和 36 年３月 18 日に払い出されたものの、37 年２月 27



  

日に取下げ処理されていることが確認できることから、当該取下げ処理の時点

において、申立人の申立期間①に係る国民年金保険料は未納となっていたこと、

及び上記記号番号の取下げ処理に伴い、申立期間①は未加入の記録に訂正され

たことがうかがえる上、その後、46 年９月 10 日に申立人に新たな国民年金手

帳記号番号が払い出されたことが確認できるものの、当該払出しの時点におい

て、申立期間①は時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、その

後の特例納付の実施時期に当該期間の国民年金保険料を一括納付したとの申立

人からの主張も無い。 

また、申立期間②及び④について、申立人は、Ｂ社に勤務していた申立期

間②及びＣ社に勤務していた申立期間④についても引き続き国民年金保険料の

納付を行っていたと主張しているところ、当該期間は、前述の当初払い出され

た国民年金手帳記号番号が取り消されたことに伴い、国民年金の未加入期間と

なっていたことが推認できるとともに、オンライン記録により、申立人は申立

期間②及び④については厚生年金保険の被保険者期間であることが確認でき、

制度上、国民年金に加入できない期間である上、国民年金手帳記号番号が２回

目に払い出された昭和 46年９月 10日の時点では、申立期間②及び④も時効に

より国民年金保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立期間③について、当該期間は、厚生年金保険被保険者資格を

喪失し、同資格を再取得するまでの期間であり、国民年金保険料を納付するた

めには、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行うことが必要であるとこ

ろ、申立人が当該手続を行ったことをうかがわせる事情も見当たらない上、国

民年金手帳記号番号が２回目に払い出された昭和 46年９月 10日の時点では、

申立期間③も時効により国民年金保険料を納付できない期間である。 

加えて、申立期間①から④のいずれについても、申立人が国民年金保険料を

納付していたことを示す関係資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当

該期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関係資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

    

 



  

福岡国民年金 事案 2262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男  

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年１月から同年９月まで 

申立期間については、役所から国民年金保険料の納付通知が送付されて

きたので、母がＡ郵便局で保険料を納付していた。毎月きちんと納付して

いたので、申立期間の国民年金保険料が未納になっているはずはない。申

立期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録により、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の記号

番号の前後の記号番号の払出状況から、昭和 62年 12月頃に払い出されている

ことが推認でき、当該時点において、申立期間は時効により国民年金保険料を

納付できない期間であり、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人に係るオンライン記録により、申立人の申立期間直後の昭和

60 年 10 月から 62 年３月までの国民年金保険料は、63 年１月頃に、過年度納

付により納付されていることを踏まえると、申立人は、62 年 12 月に国民年金

に加入し、同年４月からの国民年金保険料を現年度納付するとともに、加入時

点において過年度納付が可能な 60 年 10 月から 62 年３月までの国民年金保険

料を一括納付したと考えることが自然である。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申

立人の母親に確認したところ、母親が所持する申立人の国民年金加入当時に作

成した家計簿において、上記のオンライン記録どおりの期間の国民年金保険料

を納付した記載があることを確認した旨の供述が得られており、ほかに申立期

間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡厚生年金 事案 3185 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 11月 21日から３年６月１日まで 

Ａ社の事業主と月額 50 万円の給与支給の条件で雇用契約を締結し、同社

に入社した記憶があるのに、「ねんきん定期便」を確認したところ、申立

期間に係る標準報酬月額が、契約した金額より低い金額で記録されている

ことが分かった。 

申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社に入社するに当たり、事業主と月額 50

万円の給与支給の条件で雇用契約を締結し、同社に入社したと申し立てている

ところ、適用事業所名簿によれば、Ａ社は、平成３年 10月 26日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっている上、同社に係る商業登記簿謄本により

確認できる当時の代表取締役等の役員に照会したが、回答が得られないことか

ら、申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認できる

関連資料及び供述を得ることができない。 

また、オンライン記録によれば、申立期間に係る標準報酬月額が遡って記

録訂正されたなどの不自然な形跡は認められない。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から５年 10月１日まで 

「ねんきん定期便」を確認したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、

申立期間に係る標準報酬月額が前後の期間の標準報酬月額に比べて低い記

録となっていることが分かった。申立期間に給与が減額された記憶は無い

ので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

適用事業所名簿によれば、Ａ社は、平成 17 年５月５日に厚生年金保険の適

用事業所に該当しなくなっている上、元事業主は、「申立人については記憶し

ているが、個々の従業員の給与の支給額までは記憶していない。会社が倒産し

た時に当時の賃金台帳等の関係資料は全て管財人に預けたため、保管していな

い。」と回答しており、当該管財人は、申立期間当時の賃金台帳等の関係資料

を保管していないことから、申立期間における報酬月額及び厚生年金保険料控

除額について確認できる関連資料を得ることができない。 

また、申立期間当時の標準報酬月額は、厚生年金保険法第 21 条に基づき、

５月から７月までの３か月間に実際に支払われた報酬の総額を３か月で除した

平均額により決定される旨定められているところ、申立人が提出した家計簿、

当該家計簿から給与振込額を転記したとするメモ及び申立人の供述から判断す

ると、報酬月額及び厚生年金保険料の控除額について確認することはできない

ものの、申立期間の標準報酬月額（20 万円）の算定の基礎となる平成４年５

月から同年７月までの期間における各月の給与振込額は、オンライン記録にお

いて標準報酬月額が 22 万円として記録されている申立期間後の標準報酬月額

の算定の基礎となる５年５月から同年７月までの期間及び６年５月から同年７

月までの期間の給与振込額と比較すると相当程度低額であることが認められる。 



  

さらに、オンライン記録によれば、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

が遡って記録訂正されたなどの不自然な形跡は認められない。 

加えて、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業

主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3187 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生     

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月１日から 37年４月２日まで 

             ② 昭和 37年４月２日から 43年２月１日まで 

 年金事務所の記録では、Ａ社Ｂ地区Ｃ工場に勤務していた申立期間①及び

Ｄ社Ｅ工場に勤務していた申立期間②について厚生年金保険の脱退手当金を

受給したこととされているが、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給

した記憶も無いので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほし

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金については、脱退手当金受付・進達簿により、

社会保険事務所（当時）が、申立人の氏名で提出された脱退手当金裁定請求書

を昭和 43年２月 16日付けで受領したことが確認できる上、申立人のＡ社Ｂ地

区Ｃ工場及びＤ社Ｅ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退

手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の同年３月

19 日に支給されたことが確認できるなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、前述のＤ社Ｅ工場に係る被保険者名簿において、申立人の厚生年金

保険被保険者資格の喪失日である昭和 43 年２月１日の前後２年以内に被保険

者資格を喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を満たす 12 人（申立人を除

く。）の被保険者記録を確認したところ、８人について脱退手当金の支給記録

が確認でき、そのうち６人は厚生年金保険被保険者資格喪失日から２か月以内

に脱退手当金の支給決定がなされている上、申立期間②当時にＤ社Ｅ工場に勤

務していた同僚からは、退職の際、会社から脱退手当金についての説明があっ



  

た旨の供述が得られていることを踏まえると、申立人についても事業主による

脱退手当金の代理請求が行われていた可能性は否定できない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3188（事案 2472の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正 11年生    

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 52年９月 30日から同年 10月１日まで 

申立期間について、船員保険の被保険者記録が無いとされているため、

年金記録確認第三者委員会に申立てを行ったところ、年金記録の訂正は認

められなかった。 

会社を退職する際は、月末をもって退職するのが一般的である上、Ａ社

を退職する際に同社から渡された書類である「退職後の船員保険につい

て」には「昭和 52 年９月 30 日」との記載があることから、同社における

退職日は、昭和 52 年９月 30 日であると思われるので、今回、新たに上記

「退職後の船員保険について」、船員保険に係る「疾病任意継続被保険者

制度の新設」及び同年の給与口座取引明細書を提出するので、再度調査の

上、申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）再申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が保管していた船員手帳から、

雇止年月日は「昭和 52年９月 23日」、備考欄には「社命下船、船内雇止」と

記載されていることが確認でき、申立期間において申立人が下船していること

がうかがえること、ⅱ）Ａ社が保有する申立人に係る「船員履歴カード」によ

り、申立人は、昭和 52年９月 29日に定年退職していると記載されていること

が確認でき、申立期間において申立事業所に勤務していなかったことがうかが

えること、ⅲ）申立期間について、Ａ社は、申立人に係る船員保険料の控除に

ついて、関連資料を保管しておらず不明である旨回答しており、船員保険料の

控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができないことなどを



  

理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 22年７月 15日付けで年金記録

の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

   今回、申立人の妻は、申立人がＡ社を退職する際に同社から渡されたとする

書類である「退職後の船員保険について」及び船員保険に係る「疾病任意継続

被保険者制度の新設」、並びに昭和 52 年の給与口座取引明細書を新たに提出

し、これらの資料により、申立期間当時、間違いなくＡ社に勤務していたと申

し立てているが、ⅰ）「退職後の船員保険について」には、「昭和 52 年９月

30 日」の日付が記載されているが、当該日付を退職日とする記載は確認でき

ない上、当該書類には、退職日は明記されていないことなどから判断すると、

当該日付は書類の作成日であると推認されること、ⅱ）船員保険疾病任意継続

被保険者名簿において「疾病任意継続被保険者制度の新設」どおりの報酬で同

年９月 30 日に当該資格を取得していること、ⅲ）同年の給与口座取引明細書

により、申立人が申立期間において給与から船員保険料を控除されていたこと

を確認することはできないことなどから、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められない。 

また、 Ａ社が保管する申立人に係る船員履歴カード及び船員保険疾病任意

継続被保険者名簿では、申立人は、船員保険被保険者資格を昭和 52 年９月 30

日に喪失していることが確認でき、当該記録は、申立事業所に係る船員保険被

保険者名簿及びオンライン記録と符合していることが確認できる。 

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3189 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から同年 12月まで 

    Ａ社の敷地内にあり、同社の下請事業所であったＢ社に現場作業員として

勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。

同事業所で一緒に勤務していた私の兄の被保険者記録は確認できるとのこ

となので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が名前を挙げ

た同僚及び申立人の兄の厚生年金保険の被保険者記録が確認できること、並び

に申立人の兄が「私の弟（申立人）は同級生だった弟の友人と二人で、私を

頼ってＣ地方からＤ市に来て、Ｂ社で見習いの従業員として半年から１年間は

勤務していた。」と供述していることから判断すると、期間の特定はできない

ものの、申立人が申立事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ社において社会保険事務を担当していたとする取締役（申

立期間当時の事業主の後任事業主の妻）は、「申立期間当時、当社には、『本

工』と呼ばれる従業員のほか、見習いの従業員や『臨時工』と呼ばれる従業員

がいたが、見習いの従業員や『臨時工』は、社会保険には加入させていなかっ

た。」と回答している上、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「申立人の兄

については憶
おぼ

えているが、弟である申立人に係る記憶は無い。見習いの若い

人たちが２人か３人入社してきたが、長くは在籍していなかったと思う。」、

「私は、会社の創設時から倒産するまでの期間においてＢ社に勤務していた。

申立人の兄から申立人の名前は聞いており、申立人は勤務していたと思うが、

長くは在籍していなかったと思う。申立人が厚生年金保険に加入していたのか



  

否かは分からない。当時、Ｃ地方から来た人たちが社長を頼って来ており、

『臨時工』として雇用されていたが、給与から厚生年金保険料を控除されてい

なかったはずなので、私たち『本工』より給与の手取額は高かった。『臨時

工』から『本工』になることは無く、『本工』は最初から『本工』として雇わ

れており、その人数は少なかった。『本工』も２か月の試用期間の後に本採用

されていた。」と供述していることから判断すると、当時、申立事業所では、

見習いの従業員や「臨時工」として雇用した従業員については必ずしも厚生年

金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、前述の被保険者名簿及び申立事業所の元請事業所であったとされる

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人の厚生年金

保険の被保険者記録は確認できず、両被保険者名簿において申立期間における

健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い上、前述の申立事業所に係る被保険者名簿には、申立人の同級生で、

申立人が一緒に入社し、同時に退社したとして名前を挙げた者の厚生年金保険

の被保険者記録も確認できない。 

さらに、適用事業所名簿によれば、申立事業所は既に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっており、Ｂ社の申立期間当時の事業主は既に死亡し、

前述の取締役は、「申立人に係る記憶は無く、当時の関連資料も保管していな

い。」と回答している上、同僚からは、申立人の厚生年金保険の加入状況等に

ついての供述を得ることができないことから、申立人の申立期間における厚生

年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料

及び供述等を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3190 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 31年７月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が確認できない。 

申立期間において勤務していたことは事実なので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険

者記録が確認でき、申立人が名前を挙げる同僚の業務等に係る供述は、申立人

が申立事業所で従事していたとする４種の業務内容と符合していること、及び

申立人が従事したとする勤務期間の合計は、申立人が申立事業所で勤務を開始

したとする申立期間の始期から厚生年金保険被保険者資格を喪失するまでの期

間とほぼ一致することなどから判断すると、申立人が申立期間において申立事

業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、前述の被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確

認でき、申立人が記憶する別の同僚は、「申立期間当時、Ａ社においては試用

期間があった。」と供述しているところ、前述の被保険者名簿により、当該同

僚は、申立事業所に入社したと供述する日から３年３か月を経過した後に厚生

年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できる上、申立期間当時に

総務担当課に所属していたとする同僚は、「臨時雇用の従業員が正社員となる

までに要する期間は、女性従業員であれば３年から４年の期間を要していたか

もしれない。」と供述していることから判断すると、当時、申立事業所では、

従業員について必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限ら

ない事情がうかがえる。 



  

また、適用事業所名簿によると、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっており、当時の事業主の所在も不明で照会することができない

上、前述の総務担当課に所属していたとする同僚は、「申立人の厚生年金保険

の加入状況は承知していないが、厚生年金保険に加入させていない従業員の給

与から厚生年金保険料を控除するわけがない。」と供述しており、申立人の申

立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について

確認できる供述及び関連資料を得ることができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3191 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認

めることはできない。 

２ 申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生   

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年５月 26日から 35年４月 22日まで 

             ② 昭和 35年５月１日から 37年 11月１日まで 

             ③ 昭和 50年 10月 11日から 53年５月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤

務していた申立期間①及びＢ社（現在、Ｃ社）に勤務していた申立期間②

について、脱退手当金を支給済みとされているが、脱退手当金の請求手続

や受給した記憶は無いので、申立期間①及び②に係る脱退手当金の支給記

録を訂正してほしい。 

また、Ｄ社に勤務した期間のうち、申立期間③に係る厚生年金保険の被

保険者記録が無いことが分かった。 

同社に勤務していた期間は、約２年から３年間だったと記憶しているの

で、申立期間③を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②に係る申立人の脱退手当金について、当該脱退手当金の

支給額には計算上の誤りが無く、申立期間①及び②に係る最終事業所である

Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人欄に脱退手当金を支

給されていることを示す「脱」の表示が確認できる上、申立期間②に係る厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 38 年１月 19 日に支給

決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、前述の被保険者名簿により、申立人の前後に当該事業所において厚

生年金保険被保険者資格を喪失し、かつ、脱退手当金の支給要件を満たして



  

いる同僚９人中、７人に脱退手当金の支給記録があり、うち６人は、申立人

と同様に厚生年金保険被保険者資格の喪失後７か月以内に脱退手当金が支給

されていることを踏まえると、事業主が申立人の委任に基づき代理請求を

行ったものと推認できる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。  

   

２ 申立期間③については、雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人

は、申立期間③の一部を含む昭和 52 年９月 19 日から 53 年６月 30 日までの

期間においてＤ社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ｄ社が提出した日雇労働者健康保険適用除外承認証により、

申立人が申立期間③のうち昭和 50 年 10 月 11 日から 51 年６月 30 日までの

期間、同年９月 21 日から 52 年６月 30 日までの期間、同年９月 19 日から

53 年２月 28 日までの期間、及び同年４月１日から同年５月１日までの期間

において、日雇労働に従事する者として届出が行われていることが確認でき

る。 

また、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人と

同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、昭和 53 年７月１日、又は同

年７月 16 日に同資格を喪失している同僚７人のうち、連絡先が確認できる

同僚２人は、「勤務期間は分からないが、申立人が季節従業員としてパート

で勤務していたことは記憶しており、商品のの選別等の業務に従事していた。

申立期間③当時、私もパート従業員として勤務していた。」と供述している

ところ、前述の被保険者原票において、上記二人の同僚に係る申立期間③当

時の厚生年金保険の被保険者記録も確認できない。 

さらに、上記の同僚のうち一人は、「私は継続して勤務していたが、勤務

期間のうち、勤務していたにもかかわらず厚生年金保険に加入させてもらえ

なかった期間がある。」と供述しているところ、前述の被保険者原票による

と、当該同僚の昭和 53 年７月 16 日から同年９月 18 日までの期間に係る厚

生年金保険の被保険者記録が確認できず、被保険者記録が継続していないこ

とが確認できることなどから判断すると、当時、申立事業所では、従業員に

ついて、全ての勤務期間について必ずしも厚生年金保険に加入させていたと

は限らない事情がうかがえる。 

加えて、申立人は、申立期間③を含む昭和 43 年４月から平成２年３月ま

での期間について国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが

確認できる。 



  

このほか、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿により、申立人が申立期

間③の直後の昭和 53 年５月１日にＤ社において厚生年金保険被保険者の資

格を取得し、同年７月１日に同資格を喪失していることが確認でき、当該記

録は、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録、及びオンライ

ン記録と一致する。 

また、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立人

の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間③に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料をその主張する事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男        

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 大正 12年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22年７月７日から 23年５月６日まで 

 ② 昭和 23年７月 21日から 24年２月１日まで 

 年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、Ａ

社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所における被保険者期間は、昭和 22 年７月７日

から 23 年５月６日までの期間及び 24 年２月１日から 28 年４月１日までの

期間の２回の期間、並びにＤ社（現在は、Ｅ社）Ｆ事業所における被保険

者期間は、23 年７月 21 日から同年 11 月 26 日までの期間と記録されている

が、私は、22 年７月にＤ社Ｆ事業所に入社し、23 年５月までの期間におい

て勤務した後、同年７月にＧ市に帰郷し、Ａ社Ｃ事業所に初めて入社して、

同社Ｃ事業所に継続して約５年間勤務した記憶がある。一度退職した事業

所に再度勤務することは考えられず、婚姻及び私の長男の出生時期から考

えると、私が記憶する両事業所に勤務した期間と厚生年金保険の被保険者

記録とでは、事業所名が前後しているので、申立期間の厚生年金保険の被

保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 22 年７月から 23 年５月までの期間

においてＤ社Ｆ事業所に勤務していたと申し立てているが、Ｅ社が保管するＤ

社Ｆ事業所に係る「作業員臺
だい

帳」によれば、申立人は、「昭和 23 年７月 21

日採用、同年 11月 26日依願解職」と記録されており、申立人は、申立期間②

のうち同年７月 21 日から同年 11 月 26 日までの期間においてＤ社Ｆ事業所に

勤務していたことは確認できるものの、申立期間①において同社Ｆ事業所に勤

務していたことは確認できない。 



  

また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿により、Ｄ社Ｆ事業所におけ

る厚生年金保険被保険者記号番号が昭和 23年７月 21日付けで申立人に払い出

されていることが確認でき、これらの記録は、Ｄ社Ｆ事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の記録と一致する。 

さらに、申立期間②について、申立人は、昭和 23 年７月にＧ市に帰郷し、

Ａ社Ｃ事業所に入社して、同社に継続して約５年間勤務した記憶があると申し

立てているが、Ａ社Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は、申

立事業所を管轄していた社会保険事務所（当時）の火災により焼失し、復元さ

れたものと推認されるところ、上記の復元された被保険者名簿では、申立期間

①について、申立人の氏名は確認できないものの、申立人は、申立期間②直後

の 24 年２月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、28 年４月１日に同資

格を喪失していることが確認できる上、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿

により、Ａ社Ｃ事業所に係る厚生年金保険被保険者記号番号が 22 年７月７日

付け及び 24 年２月１日付けの２回において申立人に払い出されていることが

確認でき、これらの記録は、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）の記録及びオンライン記録と一致する。 

加えて、申立人は、婚姻及び申立人の長男の出生時期から考えると、昭和

23 年７月にＧ市に帰郷して、Ａ社Ｆ事業所に初めて入社したと主張している

ところ、申立人に係る戸籍謄本により、申立人の婚姻時期は 24 年４月＊日、

申立人の長男の出生時期は同年＊月＊日であることが確認できるものの、申立

人に係る戸籍の附票において、両申立期間当時の住所地について確認すること

ができない。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料をその主張する事業主によ

り給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、この

ほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料をその主張

する事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3199 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月１日から 61年６月 12日まで 

         ② 昭和 62年３月 31日から同年 12月 27日まで 

         ③ 昭和 63年３月 27日から平成３年 10月１日まで 

「ねんきん定期便」を確認したところ、Ａ社に勤務していた申立期間に

おける標準報酬月額が、実際に支給された給与支給額より低い金額で記録

されていることが分かった。 

昭和 63 年５月から同年８月までの期間に係る給料明細書を提出するので、

申立期間における標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、Ａ社が提出した昭和 54 年及び 56 年から 59 年までの期

間に係る「船員保険被保険者標準報酬改定通知書」により確認できる標準報酬

月額は、オンライン記録上の標準報酬月額と一致しており、事業主は、申立人

の当該期間における標準報酬月額をオンライン記録どおりの額で届け出ている

ことが確認できる。 

また、申立期間③のうち、申立人が提出した昭和 63 年５月から同年８月ま

での期間に係る給料明細書により確認又は推認できる報酬月額に見合う標準報

酬月額は、オンライン記録上の標準報酬月額と一致している上、当該給料明細

書において確認又は推認できる船員保険料控除額に見合う標準報酬月額もオン

ライン記録上の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

さらに、申立期間のうち、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿に記載されて

いる昭和 46年４月から 63年４月までの期間に係る標準報酬月額は、オンライ

ン記録上の標準報酬月額と一致していることが確認できる上、オンライン記録

によれば、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に不自然な訂正が行われた形



  

跡はうかがえない。 

加えて、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く船員保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明

細書（昭和 63 年５月から同年８月までの期間を除く。）等の資料は無く、こ

のほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく船員保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく船員保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 3200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和５年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年２月 17日から 46年９月２日まで 

「厚生年金受給者便」を確認したところ、Ａ社に勤務していた申立期間に

係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与額より低い額で記録され

ていることが分かった。 

また、Ａ社を昭和 46 年９月に退職後、厚生年金保険第４種被保険者の加

入手続を行い、当該保険料を納付したが、厚生年金保険第４種被保険者と

して納付した厚生年金保険料額は、7,000 円以上であったと記憶しており、

当該保険料額は、私が所持する同年８月分の給料支払明細書に記載されて

いる自己負担分の厚生年金保険料額に事業所負担分の厚生年金保険料額を

合わせた金額を上回る額であったと思うので、給料支払明細書に記載され

た厚生年金保険料額よりも高い保険料額が、私の給与から控除されていた

と思う。 

申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

なお、特例法に基づき記録の訂正が行われるのは、上記の額がオンライン

記録を上回る場合である。 

申立人が給料支払明細書を所持する昭和 36 年２月から同年６月までの期間



  

及び同年８月から 46 年８月までの期間のうち、36 年３月から同年６月までの

期間、同年９月及び同年 10 月、同年 12 月及び 37 年１月、同年３月、同年５

月、同年 12 月及び 38 年１月、同年３月、同年８月、同年 10 月から 39 年７月

までの期間、40 年６月及び同年７月、41 年１月、同年 12 月及び 42 年１月、

同年５月、同年７月から同年 10 月までの期間、同年 12 月から 43 年２月まで

の期間、同年５月から同年７月までの期間、44 年 12 月、45 年２月から 46 年

１月までの期間に係る給料支払明細書の給与月額に見合う標準報酬月額につい

ては、オンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できるものの、

当該期間に係る厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、当該オンラ

イン記録の標準報酬月額と同額又は低額であることが確認できることから、特

例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立人は、申立期間のうち昭和 36 年７月については、当該期間に係

る給料支払明細書等の資料は所持しておらず、申立事業所に照会しても、「賃

金台帳等の資料は保管していない。」と回答していることから、申立人の当該

期間における報酬月額及び厚生年金保険料額について確認できる関連資料を得

ることができない。 

さらに、申立人は、Ａ社を昭和 46 年９月に退職後、厚生年金保険第４種被

保険者の加入手続を行い、7,000 円以上の厚生年金保険料を納付したと主張し

ているものの、申立人に係る厚生年金保険第４種被保険者名簿には、申立人が

厚生年金保険第４種被保険者資格を取得した同年９月の厚生年金保険料額は

4,712円と記載されており、申立人の主張とは相違している。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年５月１日から平成５年 10月１日まで 

  ② 平成６年 10月１日から 10年８月 28日まで 

年金事務所で標準報酬月額の記録を確認したところ、Ａ社に勤務してい

た申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与支給総額よ

りも低い金額で記録されていることが分かった。能率給が加算されていな

い基本給のみの金額に見合う標準報酬月額が記録されていると思われるの

で、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、両申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

なお、特例法に基づき記録の訂正が行われるのは、上記の額がオンライン

記録を上回る場合である。 

一方、申立期間①のうち、平成２年９月、３年２月から同年４月までの期

間、４年３月、同年５月、同年８月、同年 10月、同年 12月、５年３月から同

年５月までの期間、同年７月、並びに申立期間②のうち、７年４月、同年６月

及び同年７月、同年９月、同年 11 月から８年１月までの期間、同年４月及び

同年５月、同年９月、９年１月、同年３月、同年７月から同年９月までの期間、

同年 11 月、 10 年１月から同年７月までの期間については、申立人が提出し



  

た当該期間に係る給料支払明細書により、給与月額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できるものの、当該

期間に係る厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と一致していることが確認又は推認できることから、特例法に

よる保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間①のうち、昭和 60 年５月から平成２年８月までの期間、同

年 10 月から３年１月までの期間、同年５月から４年２月までの期間、同年４

月、同年６月及び同年７月、同年９月、同年 11 月、５年１月及び同年２月、

同年６月、同年８月及び同年９月、並びに申立期間②のうち、６年 10 月から

７年３月までの期間、同年５月、同年８月、同年 10 月、８年２月及び同年３

月、同年６月から同年８月までの期間、同年 10月から同年 12月までの期間、

９年２月、同年４月から同年６月までの期間、同年 10月、同年 12月について

は、当該期間に係る給料支払明細書の提出が無い上、適用事業所名簿によれば、

Ａ社は 10年８月 28日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

元事業主は、「私は、社会保険関係の事務手続等に携わっていなかったため詳

細は不明であるが、事業所は記録どおりの届出を行ったはずである。申立人の

両申立期間に係る賃金台帳及び届出関係の資料は保管していない。」と回答し

ていることから、申立人の当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料額に

ついて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

さらに、申立人が記憶する同僚は、「私は申立人と職務内容が同じであり、

同程度の給与額を支給されていたと思う。」と供述しているところ、当該同僚

のオンライン記録の標準報酬月額についても、当該同僚が記憶する当時の給与

支給総額よりも低い金額で記録されていることが確認できる上、オンライン記

録によれば、申立人の標準報酬月額が遡って記録訂正が行われたなどの不自然

な形跡は認められない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月から 50年３月 20日まで 

昭和 44 年３月から 50 年３月 20 日までの期間において、Ａ社（法人登記

の記録によれば、昭和 44 年３月時点の事業所名称は、Ｂ社）で勤務した。

健康保険及び雇用保険には加入しており、提出した給与明細書でも、それ

ぞれの保険料が控除されている。 

また、「厚生年金保険の期間照会について（回答）」では、Ａ社は昭和

47 年 12 月に厚生年金保険の適用事業所に該当したこととなっているが、私

は高等学校卒業と同時に入社したので、入社当初から、Ａ社は厚生年金保

険の適用事業所であったと思われる。申立期間において、Ａ社に勤務して

いたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、申立人が提出した退職金計算書及び給与明細書、

申立人が昭和 44 年３月に卒業したＣ高等学校が提出した卒業証明書、並びに、

申立人が、「同時期に同じ高等学校を卒業して、一緒にＡ社に入社した。」と

供述し、Ａ社に係る雇用保険被保険者の資格を同年３月 25 日に取得したこと

が確認できる同僚の供述などから判断すると、申立期間において、申立人が、

Ａ社及び同社の関連会社であるＤ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所台帳等によれば、Ａ社は厚

生年金保険の適用事業所としての記録は確認できない上、Ｄ社は、申立期間後

の平成３年６月１日に、事業名称変更後のＥ社として初めて厚生年金保険の適

用事業所に該当することとなっており、申立期間においては、厚生年金保険の

適用事業所ではなかったことが確認できる。 



  

また、Ａ社は、申立期間当時の資料は保存していない旨回答しているが、

申立期間当時から現在までの期間において同社の事業主であり、法人登記の記

録において、Ｄ社設立時の代表者であることが確認できる者は、「Ａ社は、会

社として厚生年金保険には加入していなかった。一時期、厚生年金保険に加入

する話があったが、保険料の半額負担などについて、従業員から反対があり、

結局、加入しなかった。Ｄ社も厚生年金保険には加入していなかった。両事業

所において、従業員の給与から厚生年金保険料を控除することも、絶対にして

いない。」と供述している。 

さらに、上記の事業主にはＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認

できず、オンライン記録において、申立期間については、国民年金保険料の納

付記録が確認できる上、申立人が同学年の同僚として名前を挙げた二人につい

ても、同社に係る雇用保険の被保険者記録が確認できる一方、同社に係る厚生

年金保険の被保険者記録は確認できず、当該同僚のうちの一人には、国民年金

保険料の納付記録が確認でき、残る一人は、「Ａ社は厚生年金保険には加入し

ていなかった。」旨供述している。 

加えて、申立期間のうち、申立人が給与明細書を提出している昭和 44 年４

月から同年 10 月までの期間に係る給与からは、厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できる上、申立期間の全期間について、給与から厚生年金保

険料が控除されていたことを確認できる資料等は無い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、申立人は、社会保険事務所（当時）から交付された「厚生年金保険

の期間照会について（回答）」において、「Ｆ事業所は、社会保険適用事業所

としては昭和 47年 12月１日からの適用のため、それ以前は厚生年金の加入は

ありません。」との回答を受けていることが確認できるが、申立事業所である

Ａ社は、前述のとおり、厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認できな

い一方、申立てに係る事業所ではないが、事業所所在地が近接し、事業所名称

が類似する、昭和 47年 12月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当したこと

となっているＧ社について、同社を管轄する社会保険事務局（当時）からの回

答を社会保険事務所が得ていることが確認できることから判断すると、社会保

険事務所は、当該社会保険事務局からの回答に基づいて、前述の「厚生年金保

険の期間照会について（回答）」を申立人に対して交付し、申立てに係る事業

所ではないＧ社についての内容を回答しているものと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月 15日から 11年１月１日まで 

Ａ社には平成８年３月 11 日から出社しており、同年４月 25 日から給与

が振り込まれたことが確認できる普通預金通帳の写しがある。また、説明

を受けた者に係る具体的な記憶は無いが、入社に当たり、厚生年金保険料、

健康保険料、失業保険料を給与から控除する旨口頭で伝えられた際のメモ

紙を持っているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与振込明細書により、申立期間を含む平成８年３月 25

日から 11年６月 25日までの期間において、Ａ社から給与が振り込まれていた

ことが確認できることなどから判断すると、申立期間において、申立人が同社

に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社は、「保存期限が経過したため当時の資料等は廃棄し

ているが、当時、当社が社会保険事務手続等を依頼していた社会保険労務士事

務所が保管していた被保険者台帳の記録により、申立人については、社会保険

事務所（当時）の記録と同じ、平成 11 年１月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得した記録しか確認できず、申立期間における健康保険厚生年金保険

被保険者資格取得届は行っておらず、厚生年金保険料は控除も納付もしていな

い。」と回答しており、当該被保険者台帳の記録は、申立人に係るオンライン

記録による厚生年金保険の被保険者記録と一致するとともに、申立人に係る雇

用保険の被保険者記録とも符合する。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録

で、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚７人は、「申立期間当時、



  

厚生年金保険に加入していないパート従業員が多数勤務していた。」と供述し

ている上、そのうちの１人は、「申立人が勤務していたＢ社の社員食堂には、

当時、10 人前後の従業員が勤務していたが、正社員は２人から３人だけで、

申立人は、勤務開始時はパート従業員として勤務しており、その後正社員に

なった。パート従業員は、正社員と異なり、決められた時間だけ勤務していた

ので、厚生年金保険には加入していなかったはずだ。」と供述している。 

さらに、雇用保険の被保険者記録において、複数の同僚の申立事業所に係

る被保険者記録は、申立人と同様に、厚生年金保険の被保険者記録と符合して

いることが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、   

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、申立人がＡ社に入社時に口頭で告知されたと主張している厚生年金

保険料額、健康保険料額は、申立期間始期当時の標準報酬月額 28 万円に見合

う保険料額と一致するものの、雇用保険料額から算出される報酬月額に見合う

標準報酬月額は 38 万円であり、両標準報酬月額は一致せず、申立人が当該事

業所に係る被保険者資格を取得した平成 11年１月１日の標準報酬月額 26万円

とも一致しない上、申立人が告知されたとする上記各保険料額が記載されてい

ると主張しているメモ紙の作成時期も確認することはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3204（事案 605の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年３月１日から 36年４月 30日まで             

Ａ社に勤務していた期間について、年金記録確認第三者委員会に厚生年

金保険の被保険者記録の訂正を求めたところ、記録の訂正が認められな

かった。   

今回、高等学校卒業と同時にＢ社（現在は、Ｃ社）で勤務を開始し、間

もなくしてからＤ社Ｅ工場で２か月間の研修を受講し、その後、Ａ社に出

向したような記憶を思い出したので、申立事業所をＢ社として、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社を申立事業所とする前回の申立てについては、申立期間において、申立

人が勤務していたと主張している同社が厚生年金保険の適用事業所ではな

かった上、当時の事業主が既に死亡し、事務担当者とも連絡がとれず、当時

の事情について聴取することができないなどにより、既に当委員会の決定に

基づき平成 21 年１月 16 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないと

する通知が行われている。 

今回、申立人は、Ｂ社に在籍してＡ社に出向していたことを思い出したとし

て再申立てを行っているが、Ｃ社は、「保管している被保険者台帳並びに昭

和 34 年及び 35 年の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届では、

申立期間において、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録が記載されて

おらず、申立内容を確認できない。」と回答している上、同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時、厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる同僚３人は申立人のことを記憶していないなど、申立人

の同社における在籍及び勤務実態について確認することができない。 



  

また、申立人は、Ｆ高等学校（現在は、Ｇ高等学校）在学中に申立事業所か

ら採用内定を受けた旨主張しているところ、Ｇ高等学校は、Ｆ高等学校の卒

業等の記録は保管されていないと回答していることから、申立人の就職先に

ついて確認することはできない。 

さらに、申立人は、申立事業所に在籍中にＤ社Ｅ工場で２か月間の研修を受

講した旨主張しているところ、Ａ社の同僚によれば、同様の研修はＡ社に在

籍した者についても行われていたと供述していることから、当該研修をもっ

て、申立人がＢ社に在籍していたことを推認することもできない。 

加えて、前述の被保険者名簿では、申立期間において、申立人の厚生年金保

険の被保険者記録は確認できず、健康保険の整理番号にも欠番が無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、事業所の回答、同僚の供述及び厚生年金保険の被保険者記録から判

断すると、Ｂ社の事業主は、申立事業所のほかに複数の事業所を経営していた

ことが推認されるところ、申立期間において厚生年金保険の適用事業所であっ

た複数の関連事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間当時、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、健康保険

の整理番号にも欠番は無い上、そのほかの関連事業所については、申立期間当

時、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3205 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から 47年８月 31日まで 

             ② 昭和 47年９月１日から 49年８月 31日まで 

Ａ事業所（首都圏所在）に勤務していた申立期間①、及びＢ社（首都圏

所在）に勤務していた申立期間②に係る厚生年金保険の被保険者記録が確

認できない。両事業所に係る雇用保険の被保険者記録があり、勤務してい

たことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録によれば、申立人は昭和

44 年１月 14 日にＣ社に係る雇用保険被保険者の資格を取得していることが

確認できることから判断すると、勤務期間の特定はできないものの、申立

人が申立事業所であるＡ事業所に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立期間①について、適用事業所名簿等によれば、Ｃ社

及びＡ事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、Ｃ社及びＡ事業所については法人登記の記録も確認できないほか、

申立人が名前を挙げた当時の事業主については、申立事業所に係る厚生年

金保険の被保険者記録は確認できない上、連絡先が不明であり、照会する

ことができない。 

さらに、申立人は同僚の名前を記憶しておらず、照会することができな

いことから、申立人の申立期間①における勤務実態及び事業主による厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録によれば、申立人は昭和



  

47 年９月１日にＢ社に係る雇用保険被保険者の資格を取得し、49 年８月 25

日に離職していることが確認できることから、申立人は当該期間において

申立事業所に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立期間②について、適用事業所名簿等によれば、申立

事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立事業所については法人登記の記録も確認できないほか、申立

人は事業主及び同僚の名前を記憶しておらず、照会することができないこ

とから、申立人の申立期間②における勤務実態及び事業主による厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

なお、申立事業所と事業所名が類似しているＤ社は、「当社はスポーツ

系の学校を経営しており、店舗経営との関連は無い。」と回答しており、

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人の厚生

年金保険の被保険者記録は確認できない。 

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3206 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年春頃から 36年 12月末まで 

             ② 昭和 37年春頃から 41年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）の下請事業所であったＣ社に勤務していた申立期

間①、Ｄ社の下請事業所であったＥ社又はＦ社に勤務していた申立期間②

に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。当時、両事業所の現

場作業所で勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

なお、Ｅ社及びＦ社は、事業主が同じであった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 適用事業所名簿等によると、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所ではなかっ

たことが確認できる上、Ｃ社の取引先であったとするＢ社は、「過去に、

Ｃ社という名称の下請事業所があったが、詳細は不明であり、下請事業所

の従業員に係る厚生年金保険の加入等に係る取扱いについても分からな

い。」と回答している。 

また、Ｃ社の事業主の関係者は、「Ｃ社の当時の事業主は既に死亡して

いるが、当時、Ａ社から支給された賃金をＣ社の事業主が従業員に渡して

いた。賃金は日割りで計算しており、従業員は日雇のような雇用形態だっ

たので、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったのかもしれな

い。」と回答している。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚について、Ｃ社に係る厚生年金保険

の被保険者記録は確認できない上、連絡先が不明であり、供述を得ること

ができないことから、申立人の申立期間①における勤務実態及び事業主に

よる厚生年金保険料の控除について確認することができない。 



  

なお、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立

人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

 

２ 申立人の申立期間②におけるＥ社及びＦ社に係る雇用保険の被保険者記録

は確認できない。 

また、適用事業所名簿等によれば、Ｅ社及びＦ社は既に厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は連絡先が不明のため

に照会することができない。 

さらに、Ｅ及びＦ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間②当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚二人は、そ

れぞれ、「私は昭和 40 年２月にＦ社に入社したが、申立人はその後に入社

したように記憶している。」、「申立人に係る記憶は無いが、私の場合、

一定の試用期間があり、入社と同時に厚生年金保険には加入しなかったと

思う。」と供述しているほか、申立人が名前を挙げた同僚 14 人のうち、７

人については同姓同名又は同姓の厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

るが、残りの７人については被保険者記録が確認できないことから、申立

人の申立期間②における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び事業主に

よる厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び供述等を得る

ことができない。 

加えて、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 41 年４月１日となっており、オ

ンライン記録と一致していることが確認できる。 

また、Ｆ社については、適用事業所名簿等によれば、昭和 38 年 10 月 16

日に適用事業所に該当しているが、同事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿では、申立人の申立期間②における被保険者記録は確認でき

ない上、同日以降の健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の

記録が欠落したものとは考え難い。 

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無いほか、申立てに係る事

実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3207 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年５月 25日から同年 12月１日まで 

    私は、昭和 52年５月 25日から現在までＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務して

いるが、勤務の開始時期に当たる申立期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が確認できない。 

申立期間においても勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の持株会社であるＣ社が保管する個人台帳（人事記録）の記録、及びＡ

社の関連事業所であったＤ社（現在は、Ｂ社）に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間において申立事業

所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｄ社及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

れば、申立人は、Ｄ社において、昭和 52年 12月１日に厚生年金保険被保険者

の資格を取得し、53 年６月１日に同資格を喪失していることが確認できると

ともに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿により同日付けで厚生年金保険の

適用事業所に該当することとなったことが確認できるＡ社において、同日に被

保険者資格を取得していることが確認でき、申立人の申立期間における厚生年

金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、前記の複数の同僚のうち、管理職であったとする一人は、「Ａ社が設

立された昭和 52年５月から同年 11月までの期間は、同社の社員は申立人を含

めて３人であり、準備期間中で実質稼動はしていなかった。」と供述している

ところ、前述２社の被保険者名簿によれば、申立人とほぼ同じ頃にＡ社で勤務



  

を開始したとして申立人が名前を挙げた同僚二人は、申立人と同様に昭和 52

年 12 月１日にＤ社において厚生年金保険被保険者の資格を取得し、53 年６月

１日に同資格を喪失するとともに、Ａ社において、同日に被保険者の資格を取

得していることが確認できることなどから判断すると、申立期間直後の 52 年

12 月１日から 53 年６月１日までの期間について、Ａ社は、厚生年金保険の適

用事業所でなかったことから、厚生年金保険の適用事業所に該当していた同社

の関連事業所であったＤ社において、Ａ社の従業員を包括的に厚生年金保険に

加入させていたことがうかがえる。 

さらに、前述のＤ社に係る被保険者名簿により、申立人及び申立人が名前を

挙げた上記の同僚二人について、それぞれが供述するＡ社で勤務を開始したと

する時期とＤ社に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得した時期が一致して

いないことが確認できるところ、上記被保険者名簿により申立期間当時に厚生

年金保険の被保険者記録が確認でき、Ａ社に係る被保険者名簿において、厚生

年金保険の被保険者記録が確認できない複数の者に聴取したところ、Ｄ社には

試用期間があったとする供述が得られるとともに、入社時期を記憶している複

数の者は、勤務の開始時期と厚生年金保険被保険者資格の取得時期が一致して

いないことが確認できることから判断すると、当時、同社では、従業員につい

て必ずしも勤務を開始すると同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らな

い事情がうかがえるとともに、同社の関連事業所の従業員についても勤務を開

始すると同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

加えて、Ｃ社は、「申立期間当時に申立人の給与から厚生年金保険料が控

除されていたか否かについては、根拠となる資料等が無いので、不明であ

る。」と回答している上、前述の複数の同僚からも、申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険の加入状況等について具体的な供述を得ることができないこと

から、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料

の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 3208 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年 12月４日から 53年３月１日まで  

② 昭和 57年 11月１日から 58年１月１日まで  

③ 昭和 58年３月 24日から同年４月１日まで  

 Ａ病院（現在は、Ｂ病院）に看護婦として勤務していた昭和 50 年６月 16

日から 54 年４月 13 日までの期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の被

保険者記録が確認できない。 

 また、Ｃ病院（現在は、Ｄ病院）にパートの看護婦として勤務していた

昭和 57 年 11 月１日から 58 年３月 31 日までの期間のうち、申立期間②及

び③の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

いずれの申立期間とも両病院に勤務していたことは事実であるので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「Ａ病院を途中で退職した憶
おぼ

えは無く、

継続して勤務していた。」と申し立てているものの、雇用保険の被保険者記

録によれば、申立人は、昭和 50年６月 16日にＡ病院に係る雇用保険被保険

者の資格を取得し、52年 12月３日に離職した後、53年３月１日に同資格を

再度取得し、54 年４月 13 日に離職していることが確認できるところ、当該

記録は、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立

人の記録と符合している。 

    また、雇用保険の被保険者記録によれば、昭和 52年 12月３日の離職に伴

い、申立人に離職票が交付されていることが確認でき、申立人の申立期間①

における勤務実態を推認することができない。 



  

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間①当時、厚生年金保険

の被保険者記録が確認でき、申立人が名前を挙げた同僚は、「申立人につ

いて記憶している。当時、私はＡ病院の事務長として社会保険事務を担当

していた。申立人の雇用保険と厚生年金保険の被保険者記録が符合してい

るということは、一度退職し、その後、再雇用されたのだろうと思う。同

病院では社会保険の手続は適正に行っていたはずである。」と供述し、Ｂ

病院は、「申立人に係る関連資料は保存しておらず、申立内容を確認でき

ない。」と回答している上、前述の被保険者名簿により厚生年金保険の被

保険者記録が確認できる複数の同僚に照会しても、申立人の申立期間①の

勤務実態等に係る供述を得ることができず、申立期間①における申立人の

勤務実態及び厚生年金保険の加入状況等について確認できる関連資料及び

供述等を得ることができない。 

なお、申立人は、「当時、私の長女をＥ保育園に預けて勤務していた。

子供が保育園に入園していたことは、私が継続して勤務していた証拠であ

る。」と申し立てているものの、Ｅ保育園の当時の職員は、「申立人の長

女は当時病気にかかり、医師の登園許可が出るまでの期間において欠席し

てもらっていたが、２歳の卒園を待たずに退所した。」と供述し、同園が

保管している保育台帳には、昭和 52 年 10 月 26 日から罹患
り か ん

している旨の記

載があり、当該台帳により、申立人の長女は 53 年２月 28 日に退所してい

ることが確認できる。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、Ｄ病院が保管する申立人に係る職員名簿に

よると、申立人の退職した日付の記載が無いものの、「昭和 57年 11月１日 

２号嘱託（勤務時間を定めて雇用する看護婦）に採用する」と記載されてお

り、申立人は、昭和 57年 11月１日からＣ病院に勤務していたことは認めら

れる。 

    しかしながら、申立期間②については、Ｃ病院に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿から、申立期間②及び③当時、厚生年金保険の被保険者記録

が確認できる複数の同僚は、それぞれ、「私は昭和 57年 10月からＣ病院に

勤務しているが、厚生年金保険被保険者資格の取得日は 58 年２月１日であ

る。」、「一般的には臨時雇用の期間が２か月間あり、本採用になってから

厚生年金保険に加入していた。」と供述しているところ、複数の同僚につい

て、それぞれが供述する勤務の開始時期が、前述の被保険者名簿から確認で

きる被保険者資格の取得日と一致していないことが確認できることから判断

すると、当時、Ｃ病院では、従業員について必ずしも採用と同時に厚生年金

保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

    また、申立期間③については、申立人は、「Ｃ病院を月途中で退職した

憶
おぼ

えは無く、継続して勤務していた。」と申し立てているものの、前述の



  

被保険者名簿から、申立期間②及び③当時、厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる同僚は、それぞれ、「当時の厚生年金保険の加入状況については

分からないが、職員は必ずしも月末退職ではなかった。」、「退職日につい

ては、当直の関係もあり、有給休暇を消化させてもらえたが、必ずしも月末

が退職日にはならないと思う。」、「退職日は、パート職員については分か

らないが、正職員については有給休暇を消化した後に退職していた。」、

「退職日は希望日であった。」と供述していることから判断すると、当時、

Ｃ病院では、従業員について必ずしも月末付けの退職とする取扱いではな

かったことがうかがえる。 

さらに、Ｄ病院が保管する「厚生年金保険被保険者資格取得確認および

標準報酬決定通知書」及び「厚生年金基金加入員資格取得及び標準報酬決

定通知書」、並びに労働関係法人厚生年金基金が保管する「加入員台帳」、

「厚生年金基金加入員資格喪失届」及び「厚生年金基金加入員番号払出

簿」によれば、申立人は、昭和 58 年１月１日に厚生年金保険被保険者の資

格及び厚生年金基金の加入員資格を取得し、同年３月 24 日に両資格を喪失

していることが確認でき、当該記録は、前述の被保険者名簿の記録及びオ

ンライン記録とも一致している。 

    加えて、Ｄ病院では、「当病院が保管している資料以上のことは分からな

い。」と回答している上、前述の同僚からも、申立人の申立期間②及び③の

勤務実態及び厚生年金保険の加入状況等に係る供述を得ることができず、申

立人の当該期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び供述等を得ることができない。 

   

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 


